
気象警報の発表・解除に伴う対応について 

 

 

 １ 「本校における気象警報対象地域」のいずれかに、午前６時で警報が発表されている場 

合は自宅待機してください。午前７時現在で「警報」が発表されている場合、その日は原 

則として臨時休業とします。通学バスの運行もありません。 

 

 ２ 登校の途中で「警報」が発表された場合には、安全を確認のうえ直ちに帰宅させてくだ 

さい。 

 

 ３ 「本校における気象警報対象地域」に「警報」が発表されていなくても、居住地域また 

は通過地域で午前７時に「警報」が発表中であれば、自宅待機させてください。 

 

 ４ 午前７時までに「警報」が解除された場合でも、何らかの事情によって登校が困難であ 

るときには、そのことを担任に報告して自宅待機させてください。 

 

 ５ 校時中に「警報」が発表された場合または発表されそうな場合は、学校長が適切な処置 

を講じます。 

 

 補足：「警報」に伴う遅刻や自宅待機は「出席に準じた扱い」といたします。 

 

＜本校における気象警報対象地域＞ 

 奈良市西部・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・生駒市・香芝市・葛城市・ 

平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・上牧町・王寺町・広陵町・

河合町 

 

 

定期考査中の場合 

 １ 定期考査期間中の場合は、「本校における気象警報対象地域」に、午前７時現在で警報が 

発表されている場合は、その日を臨時休業とし、考査を中止します。 

 

 ２ 中止した考査は、当初の考査最終日の翌日（翌日が日・祝日の場合はその翌日）に、そ 

のままの時間割で実施します。 

 

 ３ 居住地域または通過地域に「警報」が発表されていても、「本校における気象警報対象地 

域」に「警報」が発表されていない場合は、予定通り考査を実施します。 

   したがって、「警報」が発表されている地域の方が、お子様を登校させるか、欠席させる 

かは、交通機関からの情報や道路情報などを確認し、安全等の状況を見てご判断ください。 

この場合の遅刻や欠席は「出席に準じた扱い」といたしますので、無理に登校させること 

のないようにしてください。 

 

 

＜気象庁／防災情報／気象防災／気象警報・注意報 奈良県＞ 

 下記ＨＰにて、気象警報の発表をご確認ください。 

https://www.jma.go.jp/jp/warn/335_table.html 

 

https://www.jma.go.jp/jp/warn/335_table.html

